
茅ヶ崎市下水道事業ウォーターPPP
導入可能性調査の結果について（報告）

下水道河川部 下水道河川管理課

全員協議会資料その１
令和８年６月２３日

・本資料「全員協議会資料その１」は、令和７年度に実施した「茅ヶ崎市下水道事業ウォーターPPP導入可能性
調査」の結果について、ダイジェスト版として取りまとめたものです。
・調査結果の詳細は「全員協議会資料その２」にとりまとめています。
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茅ヶ崎市下水道事業ウォーターPPP導入可能性調査の結果について



１．はじめに

１

ウォーターＰＰＰは、水分野の官民連携であり、水道や下水道事業の持続可能性

をいかに確保するかという観点での課題解決策の一つとされており、令和５年度

に国が創設し、以降推進の強化が図られています。

本市においては、令和６年度の国の補正予算を活用し、「茅ヶ崎市下水道事業

ウォーターPPP導入可能性調査」を実施いたしました。本調査において、ウォーター

ＰＰＰの導入は、本市の抱える課題解決の有効な手段であるという結果が得られま

したので、調査結果と今後の導入に向けたスケジュールについて報告するものです。



・パブリック・プライベート・パートナーシップの略称

・水事業の民営化ではなく、施設の所有権は地方自治体が保有しながら、民間事業者の技術やノウハウ
を活用する官民連携の仕組み

２．ウォーターPPPについて

ウォーターＰＰＰとは

資料その２ではＰ１参照

２

（１）内閣府から令和５年度の「ＰＰＰ/ＰＦＩ推進アクションプラン」の改定において、下水道や上水道など水

分野の官民連携手法として、「ウォーターＰＰＰ」が新たに創設され、国として「ウォーターPPP」の導入

拡大を図ることが示された。

（２）創設の趣旨としては、今後も増加する公共施設老朽化による更新需要への対応や、全国的な職員不

足、職員の負担軽減への対応等、水分野の持続可能性の確保等のため（ヒト・モノ・カネの問題への
対応）

（３）国土交通省から令和５年度に「ウォーターPPPの推進について」の文書が発出され、下水道管理者に
対し積極的に導入するよう通知あり。

（４）令和９年度以降の汚水管の改築に係る交付金については、ウォーターPPPが導入決定済である場
合のみ対象と示された。

⇒ウォーターPPPの導入が決定していないと汚水管改築に係る交付金の申請ができない

（交付金がもらえない）

ウォーターＰＰＰ創設の背景



出典：下水道事業における PPP/PFI 手法選択のためのガイドライン

・官民連携：下水道事業の持続可能性確保（ヒト・モノ・カネ）

・令和９年度以降の汚水管改築の交付金要件

２．ウォーターPPPについて

３



２．ウォーターPPPについて

ウォーターＰＰＰとは

従来、個別発注していた維持管理、改築更新工事、改築計画の策定といった業務を、ある特定の受託

者へ市が一括発注することとなります。

４



２．ウォーターPPPについて

ウォーターＰＰＰの種類

施設の維持管理と更新を一体的に長期間民間に委託する官民連携方式で、公共施設等運営事業（コン

セッション方式）と、管理・更新一体マネジメント方式の２種類に区分されます。

５



本市の下水道事業において、ウォーターＰＰＰを含む官民連携の導入可能性を検討するため、本市の下水

道施設及びその運営における現状を踏まえ課題を整理し、官民連携手法を検討する。また、民間事業者への

参入意向調査の結果も踏まえ導入効果を検証し、事業スキーム等を決定する。

・導入可能性調査の目的

３．導入可能性調査の概要

・国から示されたウォーターＰＰＰ成立の４つの要件

要件１：長期契約（原則１０年）

更新投資による維持管理の効果が発現する必要最小限の事業期間

要件２：性能発注

発注者が求める要求水準を規定（※従来の発注は、仕様発注）

（性能規定の例）管路施設：適切に下水道施設を維持管理し流下能力を確保すること。

要件３：維持管理と更新の一体マネジメント

維持管理と改築更新を一体的にパッケージ化することで、維持管理での知見等を更新計画に反映し、

より効率的・効果的な事業が期待できる。

要件４：プロフィットシェア

民間の創意工夫によるコスト縮減分を官民で分配する仕組みを導入すること。

ウォーターＰＰＰの導入にあたっては、以下の４項目の要件を満たす必要があります。

６

資料その２ではＰ１参照



現状分析及び下水道河川部職員へのアンケートを通じ課題抽出を行った結果、

主な課題としては以下のとおりとなりました。

１．施設の老朽化の進行に伴う改築需要の増加による事業費の増

２．節水、人口減少による下水道使用料収入減少の可能性

３．事業が増加する一方で下水道事業に従事する職員は減少傾向

４．安全安心の確保のため道路陥没の更なる低減が必要

５．職員の更なる技術研鑽と技術力の継承が必要

４．本市下水道の課題

７
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８

５．ＰＰＰ/ＰＦＩ手法の検討

ＰＰＰ／ＰＦＩ手法としては、以下のレベルがあり、国が示す「ウォーターＰＰＰ」は、レベル３.５及び
レベル４となります。

レベル１：従来の業務委託（単独業務） レベル３.５：管理・更新一体マネジメント方式

レベル２：包括的民間委託 レベル４ ：コンセッション方式

レベル３：管理・修繕の包括化
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９

５．ＰＰＰ/ＰＦＩ手法の検討

ウォーターＰＰＰには、コンセッション方式［レベル４］と、管理・更新一体マネジメント方式［レベル３.５］の２
種類となるが、本市下水道事業としては、令和９年度以降の汚水管の改築に係る交付金の要件を満たす
「ウォーターＰＰＰ」レベル３.５を選択しました。なお、コンセッション方式（公共施設等運営事業）は、運営権
や利用料金徴収も長期間民間に委ねる方式で、より詳細で多岐にわたる検討が必要となり、早期の導入
が困難であることから選択から除外しました。
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６．業務対象施設と区域

対象範囲：公共下水道区域の全域
(分流区域+合流区域)

改築に係る対象範囲：合流区域

導入可能性検討を行うにあたり、ウォーターPPP事業として委託する業務の対象施設としては、管路施設とし、区域

については下図の色付けしてある部分（公共下水道区域）としました。
なお、ポンプ場などの電気機械設備を有する点的施設は、設備の担当メーカーがそれぞれ異なるため、業務対象に
組み込んだ場合のスケールメリットが限定的と考えられるため、導入段階では対象外としました。

災害対応

日常維持管理
定期点検・調査
（予防保全的調査）
緊急窓口・電話

緊急対応（一時対応）
軽作業

浚渫・清掃業務
定期清掃
清掃前点検

緊急清掃
汚泥処分

その他

流量管理
水質検査

Ｃ企業

修繕業務
緊急修繕（応急対応）
緊急修繕（恒久対応）
修繕工事（維持補修工事）

維持管理部門 更新部門

計画的改築業務

鉄蓋交換工事

計画的改築業務

取付管布設替工事
ストマネ更新工事

コンサル業務(管路・施設)

ストマネ調査計画
ストマネ調査診断
ストマネ更新計画
ストマネ更新設計
会計検査対応補助

更新部門

修繕業務
空洞調査

維持管理部門 分流区域

合流区域
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ＶＦＭ算出の結果、事業期間１０年間でのＶＦＭ効果としては０.５％低減となりました。なお、

０.５％にはウォーターＰＰＰによって獲得できる汚水改築に係る交付金を含んでおりません。

７．財政効果の検討（ＶＦＭ（ヴァリューフォーマネー）の算出）

ウォーターＰＰＰの導入可能性調査にあたり、従来型の発注方法（単年度・個別発注）と比較し、財

政効果がどれぐらいあるかの確認のため、ＶＦＭ（費用対効果）を算出しました。

11
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８．本市下水道ウォーターＰＰＰのコンセプト

本市のウォーターＰＰＰ導入については、老朽化が進行し今後さらに増大していく下水道施設の維

持管理や改築への対応等への課題解決の方策として、汚水管改築に係る交付金の獲得を含め、財
政的なメリット（ＶＦM ０.５％低減）もあることから、ウォーターＰＰＰを導入する方向とし、以下の３つ
のコンセプトを設定しました。

１．地域特性に適合した実効性・持続性のある事業パッケージを構築
下水道管路施設のみを対象とし、事業をスモールスタートさせ、国の動向も踏まえ必要に応じて事業

パッケージ等の見直しを検討します。

２．事業の実行は市内業者が主体
いままで下水道事業の維持管理等業務は市内業者に支えられてきており、これまでに市内業者が

培った本市の特性を把握した維持管理ノウハウは、ウォーターＰＰＰ導入後も将来にわたっても必要
不可欠な資源と考えます。

３．ＩＣＴ技術の活用等による業務の高度化・効率化
官民の人材不足に対応するための一つの手段として、業務の高度化・効率化は必要であると考えま

す。ウォーターＰＰＰではレーダーによる路面下の空洞探査技術の活用など、ＩＣＴ技術を活用し、より
効果的に業務を進めることを目指します。

・レーダー探査による路面下空洞調査の事例 12
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９．事業の枠組み

・本市ウォーターＰＰＰ（第１期）における事業イメージ

本市のウォーターＰＰＰコンセプトを踏まえ、ウォーターＰＰＰ（第１期）の１０年間での業務は下図に示す業務を

設定しました。
対象施設は管路施設、対象範囲は公共下水道区域、改築に係る業務は布設年度が古い合流区域、改築工
事に係る事業は、円滑な運営体制の移行を考慮し、ウォーターＰＰＰ事業開始６年目から運用開始としました。
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データ管理(台帳更新補助)

茅ヶ崎市

維持管理部門

災害対応

日常維持管理
定期点検・調査
（予防保全的調査）
緊急窓口・電話

緊急対応（一時対応）
軽作業

浚渫・清掃業務
定期清掃
清掃前点検

緊急清掃
汚泥処分

その他

流量管理
水質検査

計画的改築業務

鉄蓋交換工事
取付管布設替工事
ストマネ更新工事

コンサル業務(管路・施設)

ストマネ調査計画
ストマネ調査診断
ストマネ更新計画
ストマネ更新設計
会計検査対応補助

※ウォーターＰＰＰ開始時は「更新支援型」
ウォーターＰＰＰ期間後期に「更新実施型」に移行を想定

※赤字業務が後期に追加となる
※ストマネ更新設計・工事は会計検査対応補助を含む

更新部門

統括企業体（下水道管路施設）

Ｃ企業

修繕業務
緊急修繕（応急対応）
緊急修繕（恒久対応）
修繕工事（維持補修工事）
空洞調査

※単独の民間事業者等、ＪＶ、ＳPＣ等を想定
【凡例】

市内業者の参画を想定

９．事業の枠組み（事業運営体制（案））

ウォーターＰＰＰの事業運営体制については、参加要件を満たすのであれば、単独の民間事業者、共同

企業体（ＪＶ）、特別目的会社（ＳＰＣ）等の種別は問わない形を想定しています。また、現在の下水道事業

が市内業者に支えられている状況を考慮し、市内業者の参画を要件化することも想定しています。

（現在、募集要項等の作成の過程で検討中）
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１０．市場調査結果（マーケットサウンディング）

検討した事業の枠組み等を民間事業者に広く公開し、民間事業者の関心度合い（参画意
欲）、事業内容に関する考え方への意見など、市場調査（マーケットサウンディング）を実施し
ました。

15

令和７年８月２５日（月）事業パッケージ関連の市内企業向け意見交換会

令和７年９月２６日（金）事業パッケージ関連の市外企業向け意見交換会

令和７年１０月２日（木）市場調査（マーケットサウンディング）

・市場調査の結果

本市が提示した事業の枠組み（事業パッケージ、スキーム）について、意見はいただき
ましたが、制度設計そのものに否定的な意見は無く、概ね理解、賛同を得られました。

主な意見としては、統括管理業務の適正な経費設定、資格要件の緩和、官民のリスク
分担の適切な設定などがあり、いただいた意見を踏まえ、現在作成中の募集要項等の中
で検討しているところです。
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項 目 内 容

PPP/PＦＩ手法
（官民連携方式）

ウォーターＰＰＰ
管理・更新一体マネジメント方式［レベル３.５］
更新支援型（改築工事を本事業で実施しない）で運用開始し、
事業期間中に更新実施型（改築工事を本事業で実施する）へ移行

対象範囲
公共下水道区域
※改築に係る業務は、布設年度が古い合流区域のみを対象

対象施設
管路施設
※雨水管路、排水設備、開きょ、マンホールポンプを除く

事業期間 1０年間（令和1０年度事業開始予定）

概算事業費
事業前半５年間は年度で３.５億円程度
事業後半５年間は年度で9.５億円程度

ＶＦM
（財政効果）

事業期間1０年間で０.５％低減

１1．まとめ

茅ヶ崎市下水道施設ウォーターＰＰＰ事業については、導入可能性調査の結果、以下の事
業スキームを基本とすることとしました。
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約６５億円（1０年間）



１2．今後の予定（事業実施までのスケジュール）

このスケジュールは、資料その２に掲載しているものを、現時点での予定に時点修正したものです。
なお、今後変更となる場合がございます。

17
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